
34 〈令和４年度　予算〉

４　心やすらぐ備えがある

①　消防・救急体制の充実

４
滝川地区広域消防事務組合の運営	 1億7187万円

（担当：総務課総務グループ）
　消防組織の維持・充実のため、滝川市、芦別市、赤平市、雨竜町とともに滝川地区広域消防事務組合（一
部事務組合）を設置し、その運営経費を各市町で負担します。
　主な支出は、消防職員の人件費、消防署庁舎の維持管理経費、消防団の運営費、消火栓などの消防施設
の整備更新費、消防車両の維持管理経費、救急資機材の購入費などです。
　令和４年度は、６月26日に消防団の中空知分会連合消防演習を行う予定です。

消防出初式 消防庁舎と緊急車両

心やすらぐ備えがある心やすらぐ備えがある
４

掲載している事業以外の内容は、町ホームページで
お知らせしています。

ＱＲコードからリンク→
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４　心やすらぐ備えがある

〈令和４年度　予算〉

②　防災体制の充実

４
河川の維持管理	 3505万円防災無線の管理	 169万円

（担当：建設課土木グループ）（担当：災害対策事務局）
　町が管理する河川の維持管理を行います。
　老朽化した学園１号排水路の改修のほか、洪水
被害の軽減を図るため、墓地谷川（花月区）と弥
生川（弥生区）の土砂上げやヌタップ川（徳富区）
の樹木伐採を行います。

＜財源内訳＞
道の補助金	 1104万円
河川占用者の負担金	 5万円
町の負担	 2396万円

　地震や集中豪雨などの自然災害の情報や一般行
政情報など生活に密着した情報を迅速かつ正確に
お知らせすることを目的として防災行政無線を全
戸に貸し付けしています。
　また、屋外拡声器の整備を行い、ミサイルの接
近などによって流れるJ-ALERT装置の保守点検
を行います。

戸別受信機 河川の土砂上げ

ダンボールベッド作成訓練（平成30年開催）

防災ガイドブック（平成30年２月作成）

地域防災力の強化	 260万円
（担当：災害対策事務局）

○新型総合防災訓練の開催
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年に開催
を中止した３年おきに開催している町民対象の総合防災訓練
を開催します。
　地域住民の防災意識の高揚を図り、自助・共助・公助によ
る総合的な地域防災力を高めることが目的です。
　スポーツセンターにおいて、各行政区からの移送訓練のほ
か、感染症対策を講じた避難所開設、運営訓練などを予定し
ています。

【日　　時】令和４年８月28日㈰
　　　　　　午前８時～午後１時の予定
【会　　場】スポーツセンター
【参加方法】７月に各行政区に参加を依頼します。

○防災ガイドマップの更新
　災害対策基本法の改正に伴う警戒レベルの変更に併せて、
平成30年２月に作成した防災ハザードマップを更新し、全戸
に配布します。



36 〈令和４年度　予算〉

４　心やすらぐ備えがある

４
排水機場の管理	 4034万円

（担当：建設課土木グループ）
　大雨による石狩川の水位上昇により、中小河川の水が石狩川に流れないときに、大型排水ポンプで強制
的に排水する施設が町内に７カ所あります。
　万一の大雨に備え、いつでも迅速に排水できるよう、水防団による水防訓練を行っています。
　水防団員への報酬、排水機場の点検整備などのほか、機能診断結果から改修が必要である３カ所の排水
機場の老朽化したポンプや監視操作盤などの施設を計画的に改修しています。

＜財源内訳＞
国の補助金	 200万円
道の補助金	 2081万円
浦臼町の負担	 248万円
町の負担	 1505万円

【救急排水場・排水機場位置図】

排水ポンプ設置訓練

住宅の耐震化などの助成	 515万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　地震に強いまちづくりを推進し、安全で安心な生活を確保するため、昭和56年５月31日以前に着工され
た住宅の耐震診断、耐震改修工事、解体工事を行う場合に、助成金を交付します。
　地震に強いまちづくりの推進には、自宅の耐震性を知ることが重要と考え、今年度から助成内容をリ
ニューアルして事業を継続します。耐震診断などをお考えの方は、ぜひご利用ください。
○助成期間　令和９年３月31日まで
○対象工事と助成金額（下線部分は、令和４年度から内容を変更しています。）

区　分 対　象 助　成　額

耐震診断 昭和56年５月31日以前に着工された住宅 診断費用の３分の２（最大15万円まで）

耐震改修
工　　事

・昭和56年５月31日以前に着工された住宅
・耐震基準を満たさない住宅 工事費の５分の１（最大100万円まで）

解体工事 ・昭和56年５月31日以前に着工された住宅
・50万円以上の住宅解体工事

工事費の５分の１
（町内事業者施工：最大30万円まで）
（町外事業者施工：最大20万円まで）

○対象要件　交付申請をする年度の末日までに工事が完了すること
○対 象 者　町内に住宅を所有している方（解体工事は管理者を含む）
○対象住宅　昭和56年５月31日以前に着工された住宅

＜財源内訳＞
国の補助金	 22万円
道の補助金	 45万円
町の負担	 448万円
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４　心やすらぐ備えがある

〈令和４年度　予算〉

③　生活安全体制の充実

４

消費生活トラブルの解決	 221万円交通事故発生防止の支援	 40万円
（担当：住民課住民活動グループ）（担当：住民課住民活動グループ）

　消費生活トラブルの相談窓口を設け、皆さんか
らの相談に応じ、解決策を提案します。
　また、契約トラブルや振り込め詐欺、インター
ネット利用の架空請求など複雑なトラブルに関す
る相談に速やかに対応するため、滝川地方消費者
センターに相談業務を委託します。

【相談窓口】
名称 電話

役場住民課 76－2130

滝川地方消費者センター 23－4778

＜財源内訳＞
道の負担	 88万円
町の負担	 133万円

　町内に住む65歳以上の方を対象に、所有する自
家用車にアクセルとブレーキペダルの踏み間違い
を防止する「後付け急発進抑制装置」の購入と設
置に要する費用の２分の１（上限２万円）を助成
します。

安全・安心推進協会の支援	 116万円
（担当：住民課住民活動グループ）

　町内の交通安全や防犯のために活動する安全・安心推進協会へ助成します。
　交通事故の防止や窃盗などの犯罪撲滅には、地域住民が一丸となった自主的な取り組みが不可欠です。
　安全・安心推進協会は、交通安全運動や青色回転灯車両22台による防犯パトロール活動を行います。


